
証券コード 7746

2019年６月14日

株 主 各 位
千 葉 県 柏 市 十 余 二 380 番 地

岡 本 硝 子 株 式 会 社
代表取締役社長 岡 本 毅

第73回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第73回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご

出席くださいますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年６月28日（金曜日）までに

到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 2019年６月29日（土曜日）午前10時

2. 場 所 千葉県柏市柏の葉５－４－６

　東葛テクノプラザ１階多目的ホール

3. 会議の目的事項

報 告 事 項　1. 第73期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告及

び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類

監査結果報告の件

　2. 第73期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類報

告の件
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決 議 事 項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役６名選任の件

第３号議案 監査役３名選任の件

第４号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第５号議案 当社監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第６号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の

件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎ 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出くださるよ

うお願い申し上げます。

◎ 当日は軽装（クールビズ）にて実施させていただきますので、株主様におかれ

ましても軽装でご出席くださいますようお願い申し上げます。

◎ 柏駅から会場までの往復には、当社専用バスをご用意いたしますので、ご利用

ください。なお、当社専用バスの帰路におきましては、本社・ガラス事業所及び

成膜事業所に立ち寄り、建物等をご覧いただく予定です。

◎ 次の事項につきましては、法令及び当社定款第１６条の規定に基づき、インタ

ーネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://ogc-jp.com/）に掲載しており

ますので、添付書類には記載しておりません。

　①連結計算書類の連結注記表

　②計算書類の個別注記表

　 なお、監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、当社ウ

ェブサイトに掲載しております連結注記表及び個別注記表を含んでおります。

◎ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合

は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://ogc-jp.com/）に掲

載させていただきます。
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(添付書類)

第73期事業報告

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度における世界経済は、米国では、個人消費と設備投資が堅調で

あることから景気の拡大を続けており、ヨーロッパ地域では、ドイツで景気が足

踏み状態になりつつも全体としては緩やかに回復し、中国では、景気は緩やかに

減速するとともに、米国との貿易摩擦が懸念材料となっております。日本経済

は、堅調な個人消費により、景気は緩やかな回復基調を続けております。

プロジェクター市場は、一部に低調さも現れており、当社グループの反射鏡お

よびフライアイレンズへの需要は、2018年10月以降、サッカーワールドカップ需

要の反動などにより弱含みとなっております。

2018年２月に受託生産を開始した多層膜蒸着技術によるガラス容器への加飾蒸

着は、当期に入り順調に生産量を増加させております。

2018年12月に国立研究開発法人海洋研究開発機構へ契約総額200百万円の海底

設置型の長期モニタリング装置(江戸っ子１号365型６機)を納入いたしました。

この結果、当期の連結業績は、売上高6,078百万円(前期比5.0%増)、経常利益

271百万円(前期比154.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益186百万円(前期

比123.3%増)となりました。

事業別の概況は次のとおりであります。

光学事業は、プロジェクター用反射鏡、フライアイレンズ、デジタルシネマ用

映写機の反射鏡などの製造及び販売を行っております。

当連結会計年度の売上高は3,513百万円と前期と比べ233百万円(6.2％)の減収

となり、セグメント利益（営業利益）は752百万円と前期と比べ38百万円(5.4％)

の増益となりました。

プロジェクター用反射鏡は、販売数量が前期比で3.8%減少し、売上高は7.9%減

少いたしました。フライアイレンズは、販売数量が前期比で5.1%減少し、売上高

は3.8%減少いたしました。

2017年11月に再稼働したフライアイレンズを生産する本社工場(千葉県柏市)の

ガラス溶融炉1基での生産が順調に立ち上がったことにより、製造コストは低減
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いたしました。

照明事業は、自動車用ヘッドレンズ・フォグレンズ、一般照明用ガラス製品な

どの製造及び販売を行っております。

当連結会計年度の売上高は789百万円と前期と比べ3百万円(0.4％)の減収とな

り、セグメント利益（営業利益）は26百万円と前期と比べ20百万円(324.1％)の

増益となりました。自動車分野の固体光源用レンズの売上高が増加いたしまし

た。

上記以外の事業としてデンタルミラーなどの医療向けガラス製品、洗濯機用ド

アガラス、フリット、機能性薄膜などの製造及び販売を行っております。

当連結会計年度の売上高は1,775百万円と前期と比べ524百万円(41.9％)の増収

となり、セグメント利益（営業利益）は73百万円と前期と比べ112百万円(前期の

セグメント損失は39百万円)の増益となりました。江戸っ子１号を主力製品とし

た海洋・特機、ガラス容器への加飾蒸着、銀ミラー(Hi-Silver®)、洗濯機用ドア

ガラス及びフリット(ガラス粉末)の売上高が増加いたしました。
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(2) 対処すべき課題

　当社グループは、収益体質を一層堅固なものとするため①経営資源の最適配分、

②既存事業の収益安定化、③新規事業の早期立ち上げを進めます。

①経営資源の最適配分

・人材の活性化

　活人化による人件費の削減は原価低減の大きな要因ですが、良品率の改善、重

点管理費目のコスト削減も人材の活性化があって実現されたものです。改善活動

による一人ひとりの意識の向上と活発な提案活動が原価低減に結びついており、

引き続き取組みを続けます。販売管理、生産管理、原価管理に戦略的ITシステム

を導入しつつ、今後とも間接業務に従事する従業員の比率の引下げや間接部門の

人材の活性化を進めます。

・技術開発力の強化

　従来の開発志向から、お客様のニーズから出発するニーズ・オリエンテッドな

開発サイクルへの転換を進め、技術開発力の強化を図ります。

　固体光源化すなわち半導体発光素子の進展というイノベーションの中で、想定

される市場ロードマップにマッチングするタイミングで製品を開発していきます。

　社会人のための博士後期課程へ研究開発要員を就学させること等により次世代

製品の開発に必要な基礎研究力を高めています。

・キャッシュの創出

　収益性の向上を図るとともに、納期短縮によるたな卸資産の削減など運転資金

の削減にも取り組みます。加えて、設備投資については、投資採算性判断を厳格

に運用するとともに、設備投資総額を減価償却費の範囲内に納めることを基本と

して、フリー・キャッシュフローを創出します。

②既存事業の収益安定化

・営業面における選択と集中

　取引先との関係強化により、新規ニーズの発掘、顧客の市場戦略に合わせた商

品開発を行います。引き合いから試作・承認までのリードタイム短縮、生産平準

化のための受注情報の精度向上など営業機能の充実を図ります。

・コスト競争力の強化のための更なる原価低減

　加工ラインの集約・統合、標準作業・作業手順書の見直しと徹底、工程レイア

ウトの再編成、生産現場の環境整備などによって更なる原価低減を進めます。

　当社の生産面でのコア・コンピタンスを見極め、当社グループ内で行うメリッ

トの少ない工程については、外注業者の利用などにより原価削減を進めます。

　当社グループ内の各生産拠点にて、立地条件に即した生産品目、業務、人員配

置の見直しを進めることで、原価低減を進めます。

③新規事業の早期立ち上げ

・フリット（ガラス粉末）の収益体質の確立
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　蛍光体とガラスフリットで基板を作るPiG(Phosphor in Glass)等の当社技術力

を生かせる分野に注力し、収益体質の確立を図ります。

・機能性薄膜事業の事業化のスピードアップ

　当社グループの薄膜技術を光学以外の分野にも広めつつ新商品Hi-Silver®(高耐

久性銀ミラー)を核として事業化のスピードアップを図ります。

　ガラス容器への加飾蒸着の需要増加に対応した増産体制の構築をいたします。

　・持分法適用関連会社であるJAPAN 3D DEVICES株式会社による薄板精密成型ガ

ラス事業への参入

　他のガラスメーカーにはできない複雑な形状のガラス製HUD用凹面鏡の量産体制

を早急に確立することで、今後のHUD用凹面鏡のガラス化転換に対応していきたい

と考えています。

　

(3) 設備投資等及び資金調達等の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資総額は592百万

円であり、その主なものは高田工場（千葉県柏市）及び新潟岡本硝子株式会社に

おける蒸着機冷却装置の更新（フロン排出抑制法対応）であります。

　設備の新設資金は、金融機関からの借入金等により賄いました。
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(4) 財産及び損益の状況の推移

期 別
項 目

第70期
2016年３月期

第71期
2017年３月期

第72期
2018年３月期

第73期
(当連結会計年度)
2019年３月期

売 上 高 5,341,557千円 5,344,370千円 5,790,967千円 6,078,943千円

経 常 利 益
又 は 経 常 損 失 （△）

△102,783千円 66,159千円 106,762千円 271,531千円

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期純利益又は親会社株主
に帰属する当期純損失(△)

△103,158千円 43,326千円 83,660千円 186,823千円

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又は１株当たり当期純損失(△)

△5.97円 2.28円 4.14円 8.21円

総 資 産 6,674,746千円 6,627,395千円 7,272,990千円 7,572,015千円

純 資 産 1,262,649千円 1,410,048千円 2,185,101千円 2,340,611千円

１ 株 当 た り 純 資 産 66.63円 72.96円 96.18円 101.21円

（ご参考）当社単体の財産及び損益の状況

期 別
項 目

第70期
2016年３月期

第71期
2017年３月期

第72期
2018年３月期

第73期(当期)
2019年３月期

売 上 高 5,262,372千円 5,247,740千円 5,690,882千円 6,028,154千円

経 常 利 益
又 は 経 常 損 失 （△）

△141,270千円 73,271千円 121,142千円 227,463千円

当 期 純 利 益
又 は 当 期 純 損 失 （△）

10,134千円 42,525千円 △26,337千円 267,284千円

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又は１株当たり当期純損失(△)

0.59円 2.24円 △1.30円 11.74円

総 資 産 5,904,337千円 5,869,987千円 6,406,057千円 6,892,405千円

純 資 産 1,291,361千円 1,395,681千円 2,082,436千円 2,375,505千円

１ 株 当 た り 純 資 産 68.15円 72.22円 91.66円 102.72円

― 7 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年05月31日 19時50分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



(5) 重要な子会社の状況

重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

岡 本 光 学 科 技 股 份 有 限 公 司 42,000千台湾ドル 100.00％ 硝子製品販売

新 潟 岡 本 硝 子 株 式 会 社 10,000千円 100.00％ 硝子製品製造

蘇 州 岡 本 貿 易 有 限 公 司 1,650千中国元 100.00％ 硝子製品販売

　当社の連結子会社は、上記の重要な子会社の状況に記載した３社、持分法適用

会社はJAPAN 3D DEVICES株式会社１社であります。

　

(6) 主要な事業セグメント

　当社グループは特殊ガラス製品及び薄膜製品の製造販売を主体としており、プ

ロジェクター用反射鏡、フライアイレンズ、デジタルシネマ用映写機の反射鏡な

どの製造販売を行う光学事業、自動車用ヘッドレンズ・フォグレンズ、一般照明

用ガラス製品などの製造販売を行う照明事業等が主要なセグメントとなっており

ます。

　

(7) 主要な営業所及び工場

当社本社及び工場 千葉県柏市

国内営業拠点 大阪分社（大阪府吹田市）

海外営業拠点 岡本光学科技股份有限公司（台湾）、蘇州岡本貿易有限公

司（中国）

国内生産拠点 高田工場（千葉県柏市）、新潟岡本硝子株式会社

(新潟県柏崎市）、JAPAN 3D DEVICES株式会社（新潟県柏

崎市）
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(8) 従業員の状況（2019年３月31日現在）

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

289名 2名増

(注) 従業員には、臨時従業員33名及び嘱託社員3名は含んでおりません。

(9) 主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

㈱ み ず ほ 銀 行 744,500千円

東 京 東 信 用 金 庫 644,560千円

㈱ 日 本 政 策 金 融 公 庫 572,115千円

㈱ 三 井 住 友 銀 行 478,750千円

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 348,000千円

㈱ 千 葉 銀 行 319,250千円

㈱ 北 越 銀 行 272,900千円

㈱ 商 工 組 合 中 央 金 庫 154,750千円

柏 崎 信 用 金 庫 94,590千円

新 潟 大 栄 信 用 組 合 64,300千円
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2. 会社の株式に関する事項
(1) 発行済株式の総数 23,125,690株（自己株式750株を除く。)

(2) 株 主 数 7,697名（前期比295名増加）

(3) 上位10名の株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

岡 本 興 産 有 限 会 社 4,696,880株 20.31％

有 限 会 社 オ ー ・ ジ ー ・ シ ー 1,066,400株 4.61％

岡 本 毅 741,620株 3.21％

楽 天 証 券 株 式 会 社 386,900株 1.67％

株 式 会 社 経 営 共 創 基 盤 375,900株 1.63％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 315,100株 1.36％

岡 本 硝 子 社 員 持 株 会 312,644株 1.35％

マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社 285,449株 1.23％

岡 本 峻 263,972株 1.14％

カ ブ ド ッ ト コ ム 証 券 株 式 会 社 256,300株 1.11％

(注) 持株比率は、自己株式（750株）を控除して計算しております。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度末日において、会社役員が保有する新株予約権等の状況

　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に従業員等に交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等（2019年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 岡 本 毅 岡本光学科技股份有限公司 董事長

専 務 取 締 役 田 川 勝 彦 営業本部長

常 務 取 締 役 阿 部 裕 コーポレートサービス本部長

取 締 役 高 橋 弘
要素技術開発本部長、
海洋・特機事業部長

取 締 役 西 垣 慎 吾 大阪分社長

取 締 役 中 井 日出海 日の出特許&技術コンサルティング事務所代表

常 勤 監 査 役 佐々木 卓

監 査 役 亀 山 勝 経営戦略研究所参与

監 査 役 野 本 昌 城

野本法律会計事務所代表、
大林道路株式会社社外監査役、
医療法人社団博栄会理事、
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社
外監査役

(注) 1. 取締役中井日出海氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査役亀山勝及び野本昌城の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

3. 取締役中井日出海、監査役亀山勝及び監査役野本昌城の３氏は、東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

4. 経営戦略研究所、大林道路株式会社、医療法人社団博栄会、株式会社サマンサタバサジャ

パンリミテッドと当社との間には特別な関係はありません。

5. 当事業年度中に辞任した取締役

氏 名 辞任日 辞任時の地位・担当および重要な兼職の状況

齋 藤 朋 之 2018年12月21日
取締役

JAPAN 3D DEVICES株式会社取締役副社長

　

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 数 支 給 額

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

８名
(２名)

67,650千円
(3,250千円)

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

３名
(２名)

14,760千円
(6,000千円)

合 計 11名 82,410千円

(注) 1. 役員報酬の限度額は、取締役年額80,000千円（2001年６月29日定時株主総会決議）、監査役

年額20,000千円（2002年６月27日定時株主総会決議）であります。

2. 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
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(3) 社外役員に関する事項

① 取締役 中井 日出海

1) 他の法人等の業務執行者の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

　日の出特許&技術コンサルティング事務所代表であります。

　当社と当該他の法人等との関係で記載すべき該当事項はありません。

2) 当事業年度における主な活動状況

　取締役会の9割以上に出席し、積極的に発言しております。

② 監査役 亀山 勝

1) 他の法人等の業務執行者の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

　該当事項はありません。

2) 当事業年度における主な活動状況

　取締役会すべてに出席し、積極的に発言しております。

　監査役会すべてに出席し、積極的に発言しております。

　

③ 監査役 野本 昌城

1) 他の法人等の業務執行者の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

　野本法律会計事務所代表であります。

　当社と当該他の法人等との関係で記載すべき該当事項はありません。

2) 当事業年度における主な活動状況

　取締役会の9割以上に出席し、積極的に発言しております。

　監査役会の9割以上に出席し、積極的に発言しております。

(4) 責任限定契約の内容の概要

　当社は齋藤朋之氏及び中井日出海氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償

責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第

425条第１項の最低責任限度額としております。

　当社は各監査役との間で会社法第427条第１項に定める賠償責任を限定する契約

を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責

任限度額としております。
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5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

　

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

　公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 (注１)

25,000千円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

25,000千円

(注１) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融

商品取引法に基づく監査の報酬等の額を区分しておりませんので、上記①

の金額にはこれらの合計値を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

　当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の

入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度にお

ける職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等

につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

　

(3) 子会社の監査に関する事項

　当社子会社の岡本光学科技股份有限公司はアーンスト・アンド・ヤング・グロ

ーバル・リミテッドのメンバーファームによる監査を受けております。

　

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の

会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第１項各号のい

ずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により

会計監査人を解任いたします。
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6. 会社の体制及び方針
(1) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための

体制」について取締役会において決議しております。その概要は以下のとおり

であります。

① 業務運営の基本方針

　当社は、法令を遵守し企業倫理を確立することの重要性を認識すると共に、

継続的な企業成長を実現し長期的に株主価値を高めることを、経営上の最重要

課題と位置づけます。そのために、株主、取引先、地域社会、従業員等のステ

ークホルダーと良好な関係を築き、経営の健全性、効率性、透明性を高め、意

思決定の迅速化を図るために、コーポレート・ガバナンスを充実させていく所

存であります。

② 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

　内部統制委員会を設置し、内部統制システム全般の構築及び推進を行います。

　法令及び定款への適合（コンプライアンス）については、コーポレートサー

ビス本部の法務・コンプライアンス部門が主管し、役職員教育等を行うことと

しております。

　また、社外監査役により取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制を

機能させます。

③ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

　取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、文書管理規程に従

って保存及び管理を行います。

④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　内部統制委員会は、全社における損失の危機（リスク）について分析・検討

し、その防止策を提言することとしております。

　内部監査部による内部監査により内部統制システムの検証を行うと共に、リ

スクの早期発見に努めます。

⑤ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた

事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、業務執行の状況を監督するた

めに、定例として月１回開催し、臨時として重要案件が発生する都度開催する

こととしております。

　代表取締役社長は取締役会の議長であり、取締役会を統轄すると共に、取締

役会の決議をもとに当社業務の全般を執行し執行役員を統轄管理いたします。

⑥ 当社及びその子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という。）にお

ける業務の適正を確保するための体制
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ア 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は関係会社運営規程を定め、子会社が当社に報告すべき事項を定めま

す。子会社の取締役等は、文書によって又は当社グループの会議において当

該事項を報告いたします。

イ 子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

　当社の内部統制委員会は、重要な子会社の者を委員に加え、当社グループ

全体の損失の危機（リスク）について分析・検討し、その防止策を提言いた

します。

ウ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制

　当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、子会社の指揮命令系統、権

限、意思決定等の方法を定め、その体制を構築するようにいたします。

エ 子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制

　当社グループとしての企業理念・行動指針・倫理規範を制定し、当社グル

ープとして尊重すべき価値観を共有いたします。

オ その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社からグループ会社へ取締役又は監査役を派遣し、当社と同水準の管理

体制を維持することとしております。また、監査役及び内部監査部は、グル

ープ会社を含めた監査を行います。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

　監査役がその職務を補助すべき使用人（以下「補助使用人」という。）を置く

ことを求めた場合には、監査役と協議の上、適正に人員を配置いたします。

⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　補助使用人の業務は監査役の指揮・命令にて行われるものとし、その人事異

動・人事評価については監査役会の意見を尊重いたします。

⑨ 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　当社は、補助使用人に関し、監査役の指揮・命令に従う旨を当社の取締役及

び使用人に周知徹底いたします。

⑩ 監査役への報告に関する体制

ア 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

　取締役は監査役に次に定める事項を報告することとしています。

 「1) 毎月の経営状況として重要な事項、2) 会社に著しい損害を及ぼすおそ

れのある事項、3) 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項、4) 重

大な法令・定款違反、5) その他コンプライアンス上重要な事項」

　使用人は前記2) ないし5) に関する重大な事実を発見した場合は、監査役
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に直接報告できるものとします。

　監査役は、取締役会他重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況

の報告を受けることができる体制をとります。

イ 子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための

体制

　子会社の取締役、監査役及び使用人等が、当社グループに著しい損害を及

ぼすおそれのある事実その他重要な事実を発見した場合は、当社の監査役に

直接報告できるものとします。

⑪ 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制

　当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役、監査役及び使用人

等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、

その旨を当社グループの取締役、監査役及び使用人等に周知徹底いたします。

⑫ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求を行ったときは、

当該費用が監査役の職務の執行に必要でないことが証明された場合を除き、速

やかに当該費用を処理するものといたします。

⑬ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役の

業務執行の状況を監督すると共に、内部監査部及び会計士と連携し、各部門の

業務執行の状況も監査しております。また、代表取締役社長と監査役は定期的

に懇談し、監査役制度の充実強化を図っております。また、監査役は会計監査

人との意見・情報の交換を行うことにより、効果的効率的な監査を実施するこ

とに努めております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況は

以下のとおりであります。

① 主な会議の開催状況として、取締役会は16回開催され、取締役の職務執行の適

法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と

利害関係を有しない社外取締役が15回出席いたしました。その他、監査役会は

12回、開催いたしました。

② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当

社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査部、会計監査人との間で意見交換

会を実施し、情報交換等の連携を図っております。

③ 内部監査部は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会
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社の業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。

④ 内部統制委員会による定例会議を12回開催いたしました。主な議題は財務報告

に係る内部統制の評価状況の報告です。

(3) 会社の支配に関する基本方針

イ 基本方針の内容の概要

　21世紀は地球環境問題が大きく取り上げられる世紀と認識しております。当

社は環境に優しい特性を持つガラスにより、地球環境を汚すこと無く、社会へ

の貢献、事業の拡大発展を図る所存であります。古くて新しいガラスについて、

既成概念にとらわれず、大企業では難しい、小回りの良さを生かした市場創造

を目指します。会社は社員一人ひとりのことを考え、社員は常に何事にもチャ

レンジしていく活気あふれる会社を理想とします。

　また、当社が持続的な成長を実現していくためには、従来型の発想・取組み

に拘泥することなく、技術革新を核とした新たな需要、市場創造等に積極的に

挑戦していく姿勢が必要と考えます。

　さらに、当社が株主の皆様に還元する適正な利潤を獲得し、企業価値・株主

共同の利益の確保・向上を実現するためには、株主の皆様はもちろん、取引先、

従業員、地域社会等のステークホルダーとの適切な関係を維持、発展させてい

くことも必要であり、これらのステークホルダーの利益にも十分配慮した経営

を行う必要があると考えております。

　一方、近時、わが国の資本市場においては、新しい法制度の整備や企業構

造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣と十分な協議や

合意のプロセスを経ることなく、突如として大量の株式の買付を強行するとい

った動きが顕在化しつつあります。過去に行われた上場企業に対して対象会社

の取締役会の事前の同意を得ることなく、対象会社に影響力を行使しうる程度

の数の株式を取得する行為等に鑑みますと、十分な時間と情報が与えられない

形で、大量買付者による買付がなされる事態も拡大してくるものと考えられま

す。

　このようなリスクの高まりを認識しつつ、何ら対応策を講じないまま企業経

営を行い、大量買付行為の提案がなされた場合、目先の株価の維持・上昇を目

的とした経営判断を求められかねません。中長期的な視点から、企業価値向上

に取り組み、大量買付行為の提案是非を判断するためには、当社に対する大量

買付行為の提案がなされていない現時点においてあらかじめ、そうした提案へ

の対応策を導入しておくことが必要不可欠であると判断しました。
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ロ 会社の支配に関する基本方針実現のための取組みの概要

① 当社の財産の有効活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する

基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社の企業価値・株主共同の利益の向上を図るために、当社グループは、

2019年度から2021年度までの中期経営計画を2018年11月に策定いたしました。

ここで定めた基本方針の概要は、

１) バランスの取れた事業構造の構築

・プロジェクター向け製品に加え、車載向け製品を主要な事業分野と位

置付け、この二つの事業分野で進行している固体光源化に伴い拡大する

高精度化・複雑立体形状化のガラス製品への需要を獲得していく。

・社会インフラ（太陽光発電、5G高速通信等）、海洋事業、ビューティ

ー・医療機器向け製品を2021年度までに第３の事業の柱として確立する。

２) 高精度化・複雑立体形状化する製品需要への対応

・これまでの溶融ガラスによるダイレクトプレス製法を応用した、新た

な成型プロセスにより、複雑な立体形状の製品を量産化する。

・温度変化領域を狭くし、真空雰囲気において、より緻密なプレス加圧

制御を行う、新たな高精度プレス装置の導入により、等温プレス法に迫

る高精度製品を、高い生産性で量産化する。

３) 複合化製品による高付加価値化

・固体光源化対応として、PIG（ガラス封止蛍光基板）と高耐久性銀ミラ

ー「Hi-Silver®」の複合製品を展開し、高付加価値化を目指す。

・製品の複合化、更には、モジュールとしての製品供給に対応可能な品

質保証体制を構築する。

４) 売上高及び営業利益率の目標

・上記の諸施策を確実に実施することにより、2021年度において、当社

連結グループで売上高9,000百万円、売上高営業利益率10%を目指す。

② 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及

び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

　2007年５月31日開催の当社取締役会及び2007年６月27日開催の当社第61回

定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同利益を確保・向上させる

ことを目的として事前警告型買収防衛策を導入し、また、2008年６月28日開

催の当社第62回定時株主総会においてその内容を一部修正し、その後も更新

して本株主総会の終結時までこれを継続しております（以下これを「本プラ

ン」といいます。）。

　本プランの概要は以下のとおりですが、詳細につきましては当社ホームペ

ージ掲載のニュースリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買

収防衛策）の継続について」（2018年５月24日）本文をご参照ください（参照
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URL https://ogc-jp.com/）。

＜本プランの概要＞

　本プランでは、当社株式に対する大量買付行為が行われる場合に、大量買

付者に対して事前に大量買付行為に関する情報の提供を求め、当社が大量買

付行為についての評価・検討等を行う期間を確保した上で、株主の皆様に当

社経営陣の意見や代替案を提示する、あるいは大量買付者との交渉等を行っ

ていくための手続（以下「買付ルール」といいます。）を定めています。

　大量買付者が、これらの買付ルールに従わない場合及び買付ルールに従っ

た大量買付行為であっても当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう

ものであると認められる場合は、当社取締役会は、大量買付者による権利行

使は認められないとの行使条件が付された新株予約権を、その時点でのすべ

ての株主に対し、無償で割り当てます。

　なお、当社取締役会は、この新株予約権無償割当ての決議に先立ち、当社

取締役会から独立した組織である特別委員会にその是非を諮問し、その勧告

を最大限尊重いたします。特別委員会の委員は、社外監査役、弁護士、税理

士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取

締役又は執行役として経験のある社外者等から選任されるものとします。

　本プランの有効期間は、本株主総会の終結時までとなっております。なお、

かかる有効期間の満了前であっても、当社取締役会において本プランを廃止

する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものと

しております。

　また、当社取締役会は、本株主総会でご承認いただくことを条件として、

本プランの有効期間満了後、本プランをさらに１年間継続することを決議い

たしました。これにつきましては、「株主総会参考書類」に記載の第６号議案

をご参照ください。

ハ 具体的取組みに対する当社取締役の判断及びその理由

　前記ロ①に記載した中期経営計画は、当社の企業価値・株主共同の利益を継

続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、

当社の基本方針に沿うものです。

　また、前記ロ②に記載した本プランは、企業価値・株主共同の利益を確保・

向上させる目的をもって導入されたものであり、当社の基本方針に沿うもので

す。特に、本プランは、株主総会の承認を得て導入されたものであること、当

社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置し、対抗措置の発動に先

立ち必ず特別委員会に諮問することになっていること等により、その公正性・

客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであ

って、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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(本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満を切捨て、比率その他については四捨五入して

おります。）
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連 結 貸 借 対 照 表

(2019年３月31日現在)
(単位：千円)

　

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

3,586,167

724,387

1,349,162

366,305

996,874

81,279

68,157

3,985,847

3,534,401

1,091,920

1,017,208

97,704

703,014

211,290

413,263

115,477

335,969

212,227

123,741

流 動 負 債 2,810,491

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 376,062

短 期 借 入 金 124,000

１年内返済予定長期借入金 1,781,668

リ ー ス 債 務 60,656

未 払 金 236,593

未 払 法 人 税 等 57,381

賞 与 引 当 金 75,438

設 備 関 係 支 払 手 形 8,419

そ の 他 90,272

固 定 負 債 2,420,912

長 期 借 入 金 1,788,047

リ ー ス 債 務 243,077

繰 延 税 金 負 債 23,195

退 職 給 付 に 係 る 負 債 292,843

資 産 除 去 債 務 47,767

そ の 他 25,979

負 債 合 計 5,231,404

(純資産の部)

株 主 資 本 2,343,423

資 本 金 2,477,986

資 本 剰 余 金 716,581

利 益 剰 余 金 △850,715

自 己 株 式 △429

その他の包括利益累計額 △2,812

その他有価証券評価差額金 27,751

為 替 換 算 調 整 勘 定 35,546

退職給付に係る調整累計額 △54,819

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △11,290

純 資 産 合 計 2,340,611

資 産 合 計 7,572,015 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,572,015

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2018年４月１日から
2019年３月31日まで)

(単位：千円)
　

科 目 金 額

売 上 高 6,078,943

売 上 原 価 4,260,528

売 上 総 利 益 1,818,415

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,487,260

営 業 利 益 331,155

営 業 外 収 益

受 取 利 息 291

受 取 配 当 金 3,752

為 替 差 益 27,324

助 成 金 収 入 20,502

業 務 受 託 料 10,035

そ の 他 7,432 69,338

営 業 外 費 用

支 払 利 息 54,182

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 9,634

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 57,459

そ の 他 7,685 128,962

経 常 利 益 271,531

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,138

投 資 有 価 証 券 売 却 益 11,162

国 庫 補 助 金 受 贈 益 6,000 21,300

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 42,659

減 損 損 失 9,295

固 定 資 産 圧 縮 損 5,734 57,688

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 235,143

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 48,320

当 期 純 利 益 186,823

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 186,823

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2018年４月１日から
2019年３月31日まで)

(単位：千円)
　

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,444,474 683,069 △1,037,538 △421 2,089,583

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 33,512 33,512 67,024

親会社株主に帰属する当期純利益 186,823 186,823

自 己 株 式 の 取 得 △7 △7

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 33,512 33,512 186,823 △7 253,839

当 期 末 残 高 2,477,986 716,581 △850,715 △429 2,343,423

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累 計 額

繰延ヘッジ損益
その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 57,277 38,373 △548 - 95,103 415 2,185,101

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使） 67,024

親会社株主に帰属する当期純利益 186,823

自 己 株 式 の 取 得 △7

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△29,526 △2,827 △54,270 △11,290 △97,915 △415 △98,330

当 期 変 動 額 合 計 △29,526 △2,827 △54,270 △11,290 △97,915 △415 155,509

当 期 末 残 高 27,751 35,546 △54,819 △11,290 △2,812 - 2,340,611
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貸 借 対 照 表

(2019年３月31日現在)
(単位：千円)

　

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 3,629,990 流 動 負 債 2,526,101

現 金 及 び 預 金 578,403 支 払 手 形 178,230

受 取 手 形 138,111 買 掛 金 154,597

売 掛 金 1,180,996 短 期 借 入 金 120,000

商 品 及 び 製 品 249,034 １年内返済予定長期借入金 1,674,366

仕 掛 品 834,442 リ ー ス 債 務 60,656

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 56,017 未 払 金 187,973

前 払 費 用 25,046 未 払 費 用 23,626

未 収 消 費 税 等 28,310 未 払 法 人 税 等 39,016

短 期 貸 付 金 668,996 賞 与 引 当 金 57,084

そ の 他 37,631 設 備 支 払 手 形 4,372

貸 倒 引 当 金 △167,000 そ の 他 26,178

固 定 資 産 3,262,415 固 定 負 債 1,990,798

有 形 固 定 資 産 2,725,434 長 期 借 入 金 1,513,039

建 物 833,617 リ ー ス 債 務 243,077

構 築 物 7,706 繰 延 税 金 負 債 13,974

機 械 及 び 装 置 464,317 退 職 給 付 引 当 金 194,727

車 両 運 搬 具 6,984 そ の 他 25,979

工 具 器 具 備 品 92,301 負 債 合 計 4,516,900

土 地 703,014 （純資産の部）

リ ー ス 資 産 211,290 株 主 資 本 2,359,044

建 設 仮 勘 定 406,202 資 本 金 2,477,986

無 形 固 定 資 産 115,431 資 本 剰 余 金 716,581

ソ フ ト ウ ェ ア 19,706 資 本 準 備 金 716,581

電 話 加 入 権 614 利 益 剰 余 金 △835,094

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 95,110 そ の 他 利 益 剰 余 金 △835,094

投 資 そ の 他 の 資 産 421,549 繰 越 利 益 剰 余 金 △835,094

投 資 有 価 証 券 100,964 自 己 株 式 △429

関 係 会 社 株 式 192,759 評 価 ・ 換 算 差 額 等 16,460

関 係 会 社 出 資 金 13,635 その他有価証券評価差額金 27,751

出 資 金 50,300 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △11,290

保 険 積 立 金 35,285 　純 資 産 合 計 2,375,505

そ の 他 28,604

資 産 合 計 6,892,405 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,892,405

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2018年４月１日から
2019年３月31日まで)

(単位：千円)
　

科 目 金 額

売 上 高 6,028,154

売 上 原 価 4,461,073

売 上 総 利 益 1,567,081

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,334,675

営 業 利 益 232,405

営 業 外 収 益

受 取 利 息 12,078

受 取 配 当 金 3,736

為 替 差 益 26,173

助 成 金 収 入 3,779

業 務 受 託 料 3,475

そ の 他 5,754 54,998

営 業 外 費 用

支 払 利 息 46,233

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 6,134

株 式 交 付 費 234

そ の 他 7,338 59,940

経 常 利 益 227,463

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 3,785

国 庫 補 助 金 受 贈 益 6,000

投 資 有 価 証 券 売 却 益 11,162

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 72,000 92,947

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 42,659

減 損 損 失 9,295

固 定 資 産 圧 縮 損 5,734 57,688

税 引 前 当 期 純 利 益 262,722

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △4,562

当 期 純 利 益 267,284

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2018年４月１日から
2019年３月31日まで)

(単位：千円)
　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金

利益剰余金
合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,444,474 683,069 683,069 △1,102,379 △1,102,379 △421 2,024,743

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 33,512 33,512 33,512 67,024

当 期 純 利 益 267,284 267,284 267,284

自 己 株 式 の 取 得 △7 △7

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 33,512 33,512 33,512 267,284 267,284 △7 334,301

当 期 末 残 高 2,477,986 716,581 716,581 △835,094 △835,094 △429 2,359,044

評価・換算差額等

新株予約権 純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 57,277 - 57,277 415 2,082,436

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 67,024

当 期 純 利 益 267,284

自 己 株 式 の 取 得 △7

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△29,526 △11,290 △40,817 △415 △41,232

当 期 変 動 額 合 計 △29,526 △11,290 △40,817 △415 293,068

当 期 末 残 高 27,751 △11,290 16,460 - 2,375,505
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月30日

岡 本 硝 子 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 敦 貞 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉 川 高 史 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、岡本硝子株式会社の2018年
４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一
般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監
査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監
査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、岡本硝子株式会社及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
2019年５月30日

岡 本 硝 子 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 敦 貞 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉 川 高 史 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、岡本硝子株式会社の
2018年４月１日から2019年３月31日までの第73期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計
算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査
を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠
を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正
又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基
づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
　

監 査 報 告 書

　当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第73期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状
況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施し
ました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の
適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号
ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その
内容について検討を加えました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書
類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその
附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務

の執行についても、指摘すべき事項は認められませんが、今後とも継続的な

見直しと改善が重要と考えております。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。

事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当

該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではな

く、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めま

す。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

2019年５月30日

岡本硝子株式会社 監査役会

常勤監査役 佐々木 卓 ㊞

監 査 役 亀 山 勝 ㊞

監 査 役 野 本 昌 城 ㊞

(注) 監査役亀山勝及び野本昌城の両氏は、会社法第２条第16号及び第335条第３項

に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

1. 提案の理由

取締役会長の株主総会および取締役会における役割並びに各取締役の職務分

担を明確にするため、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

（招集権者及び議長）

第15条 株主総会は、取締役社長がこれを招

集し、議長となる。

②取締役社長に事故があるときは、取締役会

においてあらかじめ定めた順序に従い、他

の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

（取締役会の招集権者及び議長）

第25条 取締役会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役社長がこれを招集し、

議長となる。

②取締役社長に事故があるときは、取締役会

においてあらかじめ定めた順序に従い、他

の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

（招集権者及び議長）

第15条 株主総会は、取締役会長がこれを招

集し、議長となる。

②取締役会長に事故があるときは、取締役会

においてあらかじめ定めた順序に従い、他

の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

（取締役会の招集権者及び議長）

第25条 取締役会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役会長がこれを招集し、

議長となる。

②取締役会長に事故があるときは、取締役会

においてあらかじめ定めた順序に従い、他

の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
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第２号議案 取締役６名選任の件

　本株主総会終結の時をもって、取締役全員（６名）は、任期満了となりますの

で、あらためて取締役６名の選任をお願いいたします。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当
並びに重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株 式 数

１

おか もと つよし

岡 本 毅
(1955年７月11日生)

1980年４月 警察庁入庁

741,620株

1995年６月 埼玉県警察本部刑事部長

1995年12月 当社代表取締役社長（現任）

1996年１月 台湾岡本硝子股份有限公司董事長を兼務

2001年８月 岡本光学科技股份有限公司董事長を兼務

（現任）

2011年３月 当社営業本部長

2012年２月 当社商品開発本部長

２

やま だ ひで き

山 田 英 樹
(1963年3月10日生)

1985年４月 東芝セラミックス株式会社入社

― 株

1991年４月 東芝セラミックスアメリカ社ピッツバーグ

支店長

1995年４月 東芝セラミックス株式会社セラミックス事

業部鉄鋼グループ長兼FCプロジェクト室長

1997年４月 同社シリコン事業部海外営業部EU/USエリ

ア・マネージャー

1998年10月 アルコア・ジャパン株式会社入社

マーケティングマネージャー兼社長補佐

1999年５月 同社取締役営業本部長兼マーケティング本

部長

2000年８月 アルコア・ホイール・プロダクツ・ジャパ

ン株式会社代表取締役を兼務

2004年２月 日本ジーイープラスチックス株式会社入社

自動車部門本部長

2005年５月 同社新規事業開発本部本部長

2007年８月 日本ドナルドソン株式会社常務取締役

2009年２月 同社代表取締役副社長

2012年９月 同社代表取締役社長

2019年２月 当社入社

執行役員営業本部・生産本部・経営企画室

管掌（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び担当
並びに重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株 式 数

３
くす だ ゆき ひさ

楠 田 幸 久
(1955年12月20日生)

1980年４月 日立電子株式会社（現株式会社日立国際電

機）入社

― 株

1985年11月 日本板硝子株式会社入社

1993年12月 関西学院大学理学博士号取得（学位論文題

目『半導体中の固体プラズマ領域に関する

研究』）

2003年４月 日本板硝子株式会社情報電子デバイス事業

部副事業部長

2010年６月 富士ゼロックス株式会社入社

2017年２月 株式会社VRC入社

2019年１月 当社入社

執行役員商品開発本部長兼要素技術開発本

部副本部長（現任）

４

たか はし ひろし

高 橋 弘
(1953年１月１日生)

1975年３月 当社入社

28,100株

1997年１月 取締役生産本部ガラス製造部長

2001年３月 生産本部ガラス製造部長

2004年４月 上級執行役員ガラス製造部ガラス技術部長

2005年４月 新潟岡本硝子株式会社取締役

2005年７月 当社上級執行役員生産本部設備技術部長

2006年４月 上級執行役員生産本部副本部長

2011年６月 取締役生産本部副本部長

2012年12月 取締役要素技術開発本部長

2014年６月 取締役要素技術開発本部長兼海洋・特機事

業部長（現任）

５
西
にし

　垣
がき

　慎
しん

　吾
ご

(1960年３月22日生)

1978年４月 株式会社関西設備工業入社

21,200株

1987年４月 大阪岡本硝子株式会社入社

2003年７月 当社営業本部大阪営業部次長

2005年７月 大阪分社大阪営業部長

2007年４月 上級執行役員大阪分社大阪営業部長

2011年７月 上級執行役員大阪分社長

2013年１月 上級執行役員営業本部長

2013年６月 取締役営業本部長

2016年４月 取締役大阪分社長（現任）

６
中
なか

　井
い

　日出海
ひ で み

(1953年12月６日生)

1978年４月 日本板硝子株式会社入社

2,200株

1984年８月 ワシントン大学大学院修士課程修了

2008年６月 日本板硝子株式会社退社

2012年４月 弁理士登録

日の出特許＆技術コンサルティング事務所

代表（現任）

2015年６月 当社社外取締役(現任)

(注) 1. 各取締役候補者の所有する当社の株式数は、2019年３月31日現在のもので

あります。

2. 山田英樹氏、楠田幸久氏の両名は、当社が、最高執行責任者、最高技術責

任者たりうる人材を外部に募集し、代表取締役及び役付役員による面談を

経て入社したものであります。山田英樹氏は、製造業において、数々の営
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業の要職を務めるとともに、世界的なフィルターメーターであるドナルド

ソンの日本法人の代表取締役社長などを歴任しております。同氏の豊富な

経験と実績を踏まえ、同氏が当社グループの更なる成長に資するものと判

断し、選任をお願いするものであります。又、楠田幸久氏は、半導体物理

学の分野で高い学識を有し、かつ、ガラスメーカーの高機能ガラス分野に

係る事業部の副事業部長などを歴任しております。同氏の豊富な学識と経

験を踏まえ、同氏が当社グループの更なる成長に資するものと判断し、選

任をお願いするものであります。

3. 当社は中井日出海氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限

定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第

425条第１項の最低責任限度額としております。また、同氏の再任が承認

された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であり

ます。

4. 中井日出海氏は社外取締役候補者であります。

5. 当社は中井日出海氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。

6. 中井日出海氏は、長年にわたりガラスメーカーに在籍し、技術部長、事業

部長を歴任され、また、ガラス産業連合会において環境広報部主査を務め

られました。その後は、日の出特許＆技術コンサルティング事務所の代表

弁理士及び技術コンサルタントとして活動されております。ガラス業界に

おける幅広い知識、経験及び知的財産に関する知見を当社の経営に生かし

ていただくために社外取締役として選任をお願いするものであります。

7. 中井日出海氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって4年と

なります。

8. 中井日出海氏は当社又は当社の子会社の業務執行者又は役員であったこと

はありません。
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第３号議案 監査役３名選任の件

　本株主総会終結の時をもって、監査役全員（３名）は、任期満了となりますの

で、あらためて監査役３名の選任をお願いいたします。

　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位及び
重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株 式 数

１
佐
さ さ き

々木　 卓
たく

(1953年９月５日生)

1973年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀

行）入行

5,400株

1999年10月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀

行）港区南地区営業部長

2003年９月 株式会社昭和真空 総務部長

2006年２月 中央青山監査法人コンサルタント

2007年８月 太陽ASG監査法人コンサルタント

2009年７月 当社事業推進室嘱託

2010年１月 当社経営企画室嘱託

2011年６月 当社常勤監査役（現任）

２

かめ やま まさる

亀 山 勝
(1944年２月12日生)

1967年４月 中小企業金融公庫入庫

100株

1998年３月 中小企業金融公庫大阪支店長

2000年４月 経営戦略研究所理事就任

2002年７月 当社社外監査役（現任）

2004年６月 経営戦略研究所代表

2010年４月 経営戦略研究所参与（現任）

３
の もと まさ 　 き

野 本 昌 城
(1951年10月24日生)

1984年４月 検事任官

2,200株

2002年４月 法務省大臣官房租税訟務課長

2004年４月 東京地方検察庁刑事部副部長

2005年４月 仙台地方検察庁公判部長

2006年４月 東京地方検察庁公安部副部長

2007年４月 公安調査庁総務課長

2010年４月 東京高等検察庁公安部

2010年９月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

2010年10月 野本法律会計事務所代表(現任)

2015年６月 大林道路株式会社社外監査役(現任)

2015年６月 当社社外監査役（現任）

2015年11月 医療法人社団博栄会理事(現任)

2016年５月 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッ

ド社外監査役(現任)

(注) 1. 各監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 各監査役候補者の所有する当社の株式数は、2019年３月31日現在のもので

あります。

3. 亀山勝氏及び野本昌城氏は社外監査役候補者であります。

4. 亀山勝氏は、長年にわたり金融機関に在籍され、またその後も経営コンサ

ルタントとして活動されており、経営に関する幅広い知識及び経験を当社

の監査に生かしていただくために社外監査役として選任をお願いするもの
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であります。また、上記の理由により、同氏は社外監査役としての職務を

適切に遂行していただけるものと判断しております。

5. 野本昌城氏は、検察官、弁護士としての豊富な経験を有しており、その高

度な専門性と幅広い見識を当社の監査に生かしていただくために社外監査

役として選任をお願いするものであります。また、上記の理由により、同

氏は社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して

おります。

6. 亀山勝氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、

本株主総会終結の時をもって、16年11ヶ月であります。なお、当社は同氏

を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け

ております。

7. 野本昌城氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数

は、本株主総会終結の時をもって、４年であります。なお、当社は同氏を

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けて

おります。

8. 当社は、監査役候補者佐々木卓氏、亀山勝氏及び野本昌城氏との間で、会

社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約において、会社法第425条第

１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としており

ます。本総会において監査役候補者佐々木卓氏、亀山勝氏及び野本昌城氏

の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります。
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第４号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

　当社の取締役の報酬等の額は、2001年６月29日開催の第55回定時株主総会にお

いて、年額80,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな

い。）とご承認いただいております。

　今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役に当社の企

業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との

一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、新たに譲

渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。

　本議案に基づき、取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は

金銭債権（以下「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、上記の目的を踏ま

え相当と考えられる金額として、年額20,000千円以内（うち、社外取締役分は

4,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）といた

します。また、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会に

おいて決定することといたします。

　なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとい

たしたく存じます。

　現在の取締役は６名（うち社外取締役１名）でありますが、第２号議案「取締

役６名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は６名（うち社外取

締役１名）となります。

　また、取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭

報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は

処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数

は年160,000株以内（うち、社外取締役分は32,000株以内。ただし、本議案が承認

可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを

含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分を

される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を

合理的な範囲で調整する。）といたします。

　なお、その１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東

京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合

は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける取

締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。

また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と取締役と

の間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」とい

う。）を締結するものとします。

（１）譲渡制限期間

取締役は、本割当契約により割当を受けた日より３年間から10年間までの間で当
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社の取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約に

より割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲

渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

（２）退任時の取扱い

取締役が譲渡制限期間満了前に当社又は当社の子会社又は当社の関連会社（以下、

「当社グループ」と総称する。）の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、

監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退

任または退職した場合には、その退任または退職につき、任期満了、死亡その他

正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

（３）譲渡制限の解除

当社は、取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社グループの取締役、執行役、

取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準

ずる地位のいずれの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、

譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役

が、上記（２）に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間

が満了する前に上記（２）に定める地位を退任または退職した場合には、譲渡制

限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理

的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除され

た直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無

償で取得する。

（４）組織再編等における取扱い

上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社と

なる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の

組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当

社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認さ

れた場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組

織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につい

て、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、

上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解

除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（５）その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
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第５号議案 当社監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

　当社の監査役の報酬等の額は、2002年６月27日開催の第56回定時株主総会にお

いて、年額20,000千円以内とすることでご承認いただいております。

今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の監査役に対し、株主

の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、

新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。

　本議案に基づき、監査役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬

は金銭債権（以下、「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、上記の目的を

踏まえ相当と考えられる金額として、年額5,000千円以内（うち、社外監査役分は

年額2,500千円以内。）といたしたく存じます。また、各監査役への具体的な支給

時期及び配分については、監査役の協議によって決定することといたします。な

お、現在の監査役は３名（うち社外監査役２名）でありますが、第３号議案「監

査役３名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査役は３名（うち社外

監査役２名）となります。

　また、監査役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭

報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行また

は処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の

総数は年40,000株以内（うち、社外監査役分は年20,000株以内。ただし、本議案

が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割

当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は

処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該

総数を合理的な範囲で調整する。）といたします。

　なお、その１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東

京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合

は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける監

査役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。

また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と監査役と

の間で、第４号議案「当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決

定の件」に記載の本割当契約と同様の内容の譲渡制限付株式割当契約を締結する

ものとします。
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第６号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

　当社は、2007年６月27日開催の当社第61回定時株主総会において株主の皆様の

ご承認をいただいた上で「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛

策）」を導入し、2008年６月28日開催の当社第62回定時株主総会において株主の皆

様のご承認をいただいた上でその内容を一部修正し、その後も更新して本株主総

会の終結時までこれを継続しております（以下これを「本プラン」といいます。）。

　その後も、当社取締役会（以下「取締役会」といいます。）は、買収防衛策をめ

ぐる諸々の動向を踏まえ、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、

向上させるための取り組みとして本プランについて検討を行ってまいりました。

その結果、本年もこれを同一内容で継続することとし、これにつき株主の皆様の

ご承認をいただこうとするものであります。

1. 提案の理由

　当社の「会社の支配に関する基本方針」は、「事業報告」6.(3)に記載のとお

りであります。この基本方針に基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応

策（本プラン）を継続するものであります。

2. 提案の内容

(1) 本プランに基づく対抗措置の発動

　次のア若しくはイに該当する行為又はこれらに類似する行為（ただし、取

締役会があらかじめ承認したものを除きます。次の(2)以降で 「大量買付」

といいます。）がなされ又はなされようとする場合には、本プランに基づく対

抗措置が発動されることがあります。

ア 当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定さ

れる株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとします。）につい

て保有者（金融商品取引法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者

をいいます。以下同じとします。）の株券等保有割合（金融商品取引法第27

条の23第４項に規定される株券等保有割合をいいます。以下同じとしま

す。）が20％以上となる買付

イ 当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の２第１項に規定さ

れる株券等をいいます。以下イにおいて同じとします。）について公開買付

け（金融商品取引法第27条の２第６項に規定される公開買付けをいいます。

以下同じとします。）に係る株券等の株券等所有割合（金融商品取引法第27

条の２第８項に規定される株券等所有割合をいいます。以下同じとしま

す。）及びその特別関係者（金融商品取引法第27条の２第７項に規定される

特別関係者（取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいま

す。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株
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券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第１項で定める者を除き

ます。以下同じとします。）の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開

買付け

(2) 大量買付者に対する情報提供の要求等

ア 大量買付を行う買付者（以下「大量買付者」といいます。）には、その実

行に先立ち、当社に対して大量買付者の買付内容の検討のために必要な情

報及び大量買付者が大量買付に際して本プランに定める手続を遵守する旨

の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」といいます。）を提出し

ていただきます。

　 具体的には、買付説明書には以下の事項を記載していただきます。

(ア)大量買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地、設立準拠法、代表者

の氏名、国内連絡先、会社等の目的及び事業の内容並びに大株主又は大

口出資者（所有株式数又は出資割合上位10名）の概要

(イ)大量買付行為の概要（目的となる株券等の種類及び数並びに大量買付

行為の目的の概要（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策

投資、大量買付行為後の当社の株券等の第三者への譲渡又は重要提案行

為等を行うこと等の目的がある場合には、その旨及び概要。なお、目的

が複数ある場合にはその全てを記載していただきます。）を含みます。）

(ウ)大量買付者が現に保有する当社の株券等の数及び買付説明書提出後60

日間における大量買付者の当社の株券等の保有状況

(エ)下記に述べる買付ルールを遵守する旨の誓約

イ 大量買付者には、上記の買付説明書を提出いただいた場合には、以下の

手順に従い、取締役会に対して、大量買付行為に対する当社の株主の皆様

のご判断及び取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下

「大量買付情報」といいます。）を提供していただきます。

ウ 取締役会は上記の買付説明書受領後10営業日以内に、大量買付者に対し、

当初提供していただくべき情報を記載したリストを上記ア(ア)の国内連絡

先宛に発送しますので、大量買付者には、取締役会に対して、かかるリス

トに従って十分な情報を提供していただきます。

　提供していただく情報の具体的内容は、大量買付者の属性、大量買付行

為の条件・方法等により異なりますが、以下の各項目に記載する情報は、

原則として上記リストの一部に含まれるものとします。

(ア)大量買付者に関する事項

　大量買付者及びそのグループ（大量買付者の大株主又は大口出資者

（所有株式数又は出資割合上位10名）、共同保有者、特別関係者及び大量

買付者がファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細

（具体的名称、経歴又は沿革、会社又は団体の目的、事業内容、資本金の
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額、発行済株式の総数、役員等の氏名、職歴及び所有株式の数その他の

会社等の状況等及び直近２事業年度の財務状態及び経営成績その他の経

理の状況並びに過去の企業買収の経緯及びその結果、過去の法令違反の

有無及びその内容を含みます。）

(イ)大量買付行為の具体的内容

① 大量買付行為の目的（買付説明書において開示していただいた目的

の具体的内容）、方法及び内容（大量買付行為の時期、関連する取引の

仕組み、大量買付行為の方法の適法性並びに大量買付行為の後に当社

の株式が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由を

含みます。）

② 大量買付行為の買付対価の内容（現金の場合は金額及び通貨の種類

（円貨以外の場合は金額算定に使用した換算レートを含みます。）、現金

以外の場合には、種類、数、価額、内容等（有価証券等を対価とする

場合には、当該有価証券等の発行者の状況並びに当該有価証券等の種

類及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有

価証券等の種類、交換比率及び金銭の額）を記載していただきます。）、

買付価格の算定の基礎及び経緯（算定の基礎については、算定の前提

となる事実及び仮定、算定方法、算定に用いた数値情報、大量買付行

為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額及び

その算定根拠等を具体的に記載し、当該買付価格が時価と異なる場合

や大量買付者が最近行った取引の価格と異なる場合には、その差額の

内容も記載していただきます。また、株券等の種類に応じた買付価格

の価額の差について、換算の考え方等の内容も具体的に記載していた

だきます。算定の経緯については、算定の際に第三者の意見を聴取し

た場合には、当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて

買付価格を決定するに至った経緯を具体的に記載していただきます。）

③ 大量買付行為に際しての、第三者との間における意思疎通（買付説

明書提出日以後に当社の株券等の買付を共同して行う旨の契約その他

の合意又は取決めを含みます。）が存する場合には、その相手方及び内

容

④ 大量買付行為に要する資金の調達状況及び当該資金の調達先の概要

（預金の場合は、預金の種類別の残高、借入金の場合は、借入金の額、

借入先の業種等、借入契約の内容、その他の資金調達方法による場合

は、その内容、調達金額、調達先の業種等を含みます。）

⑤ 大量買付者が既に保有する当社の株券等に関する借入契約、担保契

約、売り戻し契約、売買の予約その他第三者との間の重要な契約又は

取決め（以下「担保契約」といいます。）がある場合には、その契約の
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種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の数量等の当該

担保契約等の具体的内容

⑥ 大量買付者が大量買付行為の完了後に取得を予定する当社の株券等

に関する担保契約等の締結その他の第三者との間の合意の予定がある

場合には、予定している担保契約等その他の第三者との間の合意の種

類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の数量等の当該担

保契約等その他の第三者との間の合意の具体的内容

⑦ 支配権取得又は経営参加を大量買付行為の目的とする場合には、大

量買付行為の完了後に意図する当社及び当社グループの支配権取得又

は経営参加の方法並びに支配権取得後の経営方針又は経営参加後の計

画、組織再編成、企業集団の再編、解散、重要な財産の処分又は譲受

け、多額の借財、代表取締役等の選定又は解職、役員の構成の変更、

配当・資本政策に関する重要な変更、その他当社及び当社グループの

経営方針に対して重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為を

予定している場合には、その内容及び必要性

⑧ 純投資又は政策投資を大量買付行為の目的とする場合には、大量買

付行為の後の株券等の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針並び

にそれらの理由、長期的な資本提携を目的とする政策投資として大量

買付行為を行う場合には、その必要性

⑨ 重要提案行為等を行うことを大量買付行為の目的とする場合又は大

量買付行為の後に重要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該

重要提案行為等の目的、内容、必要性及び時期並びにいかなる場合に

おいて当該重要提案行為等を行うかに関する情報

⑩ 大量買付行為の後、当社の株券等を更に取得する予定がある場合に

は、その理由及びその内容

⑪ 大量買付行為の完了後に意図する当社グループの従業員、取引先、

地域社会等の利害関係者の処遇方針

⑫ 大量買付者が当社及び当社グループの事業と同種の事業を営んでい

る場合、大量買付行為の完了後におけるわが国の私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律又は海外競争法に照らした適法性につい

ての考え方

⑬ その他取締役会が必要と認めた事項

　上記のリストに従い大量買付者から当初提供していただいた情報だけで

は、当該大量買付行為の条件・方法等に照らして、株主の皆様のご判断及

び取締役会の評価、検討等のためには不十分であると取締役会が客観的合

理的に判断する場合には、取締役会が別途請求する追加の情報を大量買付

者から提出していただきます。
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　なお、買付説明書が提出された事実及び大量買付者から提出された情報

については、株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合に

は、取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。

　また、取締役会は、大量買付者による大量買付情報の提供が完了したと

客観的合理的に判断する場合には、その旨を大量買付者に対して通知（以

下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかに株主の皆様

に公表いたします。

(3) 買付内容の検討、大量買付者との交渉

ア 取締役会による検討作業

　取締役会は、大量買付者に対して情報提供完了通知を行った後、取締役

会による大量買付情報の評価・検討、大量買付行為に関する意見形成、代

替案の作成等を行います。また、取締役会は、株主の皆様のご意向の把握

に努めるとともに、取引先、従業員、地域関係者等からも必要に応じて意

見を聴取します。

　そのための期間として、当該大量買付行為の内容に応じて、次の(ア)又

は(イ)に定める期間（いずれの場合も初日不算入とします。以下「取締役

会評価期間」といいます。）を設定します。大量買付者は、この取締役会評

価期間が経過した後にのみ、大量買付行為を開始できるものとします。

(ア)対価を現金（円貨）のみとする当社の株券等の全てを対象とする公開

買付けによる大量買付行為の場合には60日

(イ)その他の大量買付行為の場合には90日

　また、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から

買付内容を改善するために、取締役会は、必要に応じ、直接又は間接に

大量買付者と協議、交渉を行います。大量買付者は、取締役会が検討資

料その他の情報提供、協議、交渉等を求めた場合には、速やかにこれに

応じなければならないものとします。

　なお、取締役会は、取締役会評価期間内に上記の評価・検討、大量買

付行為に関する取締役会としての意見の形成又は株主の皆様に対する代

替案の策定を完了するに至らないことにやむを得ない事由がある場合に

は、最長30日間（ただし、初日不算入とします。）の範囲内で、取締役会

評価期間を延長することができるものとします。取締役会が取締役会評

価期間の延長を決議した場合には、当社は、当該決議された具体的期間

及びその期間が必要とされる理由について、直ちに株主の皆様に公表し

ます。

イ 情報開示

　取締役会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付者の買付内容、

大量買付者の買付内容に対する取締役会の意見、取締役会から提示した代
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替案の概要その他取締役会が適切と判断する事項について、営業秘密等開

示に不適切と取締役会が判断した情報を除き、株主の皆様に対し速やかに

情報開示を行います。

(4) 取締役会における判断

ア 取締役会が本プランを発動する場合の条件

(ア)大量買付者が買付ルールに従わずに大量買付行為を行う場合

　大量買付者が上記(2)及び(3)に定める手続き等（以下「買付ルール」

といいます。）に従わずに大量買付行為を行い又は行おうとする場合に

は、具体的な大量買付行為の条件・方法等の如何を問わず、取締役会は、

当該大量買付行為を当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう敵

対的買収行為とみなし、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上

させるために必要かつ相当な対抗措置（その具体的内容については、下

記(5)をご参照ください。）を講じることができるものとします。

(イ)大量買付者が買付ルールに従って大量買付行為を行う場合

　大量買付者が買付ルールに従って大量買付行為を行い又は行おうとす

る場合には、取締役会が仮に当該大量買付行為に対して反対であったと

しても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う

可能性は排除しないものの、原則として、当該大量買付行為に対する対

抗措置は講じません。大量買付者による大量買付行為の提案に応じるか

否かは、株主の皆様において、当該大量買付行為に関する大量買付情報

及びそれに対する取締役会の意見、代替案をご考慮の上、ご判断いただ

くこととなります。

　ただし、大量買付者が買付ルールに従って大量買付行為を行い又は行

おうとする場合であっても、次のとおり当社の企業価値・株主共同の利

益を著しく損なうものであると認められる場合には、取締役会は、当社

の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために必要かつ相当な

対抗措置（その具体的内容については、下記(5)をご参照ください。）を

講じることがあります。

① 次に掲げる行為等、当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害

するおそれのある買付である場合

(a) 株式を買い占め、その株式につき当社に対して高値で買取りを要

求する行為

(b) 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取

得する等、当社の犠牲の下に大量買付者の利益を実現する経営を行

うような場合

(c) 当社の資産を大量買付者やそのグループ会社等の担保や弁済原資

として流用する行為
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(d) 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していな

い高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当

をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値

で売り抜ける行為

② 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、

二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開

買付け等の買付を行うことをいいます。）等、株主の皆様に株式の売却

を事実上強要するおそれのある買付である場合

③ 買付に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を当社に

与えることなく行われる買付である場合

④ 必要情報その他買付内容を判断するために合理的に必要とされる情

報を株主の皆様に対して十分に提供することなく行われる買付である

場合

⑤ 買付の条件等（対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法

性、買付の実現可能性、買付後の経営方針又は事業計画、買付後にお

ける当社の取引先、従業員、地域関係者等に対する対応方針等を含み

ます。）が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付である場合

(5) 対抗措置の内容

　取締役会は、上記において講じることができることとされる対抗措置とし

て、新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこ

ととします（割り当てられる新株予約権の概要については別紙１をご参照く

ださい。）。

(6) 特別委員会の設置及び諮問等の手続

ア 特別委員会の設置

　買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か及び買付ルールが遵

守された場合に当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるため

に必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、

取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担

保するため、また、その他本プランの合理性及び公正性を担保するために、

当社は、取締役会から独立した組織として特別委員会を設置します。特別

委員会の委員は３名以上とし、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、

学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役又は執行役

として経験のある社外者等の中から選任されるものとします。なお、特別

委員会の委員につきましては別紙２に記載の３氏を予定しております。

イ 対抗措置発動の手続

　取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性及び公正性

を担保するために、以下の手続を経ることとします。
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　まず、取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対して対抗

措置の発動の是非について諮問します。特別委員会は、この諮問に基づき、

必要に応じて外部専門家の助言を得ながら、取締役会に対して対抗措置の

発動の是非について勧告を行います。取締役会は、対抗措置を発動するか

否かの判断に際して、特別委員会による勧告を最大限尊重するものとしま

す。

　なお、取締役会は、特別委員会に対する上記諮問の他、大量買付者の提

供する大量買付情報その他の情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の

助言を得ながら、大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益に与え

る影響を検討の上で、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。

ウ 発動した対抗措置の中止又は撤回

　取締役会が上記イ記載の手続に従って対抗措置を発動した場合であって

も、大量買付者が大量買付行為を中止若しくは撤回した場合又は対抗措置

を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、

当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対

抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、

取締役会は、当該対抗措置を維持することの是非について、改めて特別委

員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専門家の助言を得ながら、発

動した対抗措置の中止又は撤回を検討するものとします。特別委員会は、

当該諮問に基づき、当該対抗措置を維持することの是非について検討し、

取締役会に対して勧告を行います。取締役会は、対抗措置を維持するか否

かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

　上記特別委員会の勧告を踏まえた結果、取締役会が当社の企業価値・株

主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置を維持することが相当

でないと判断するに至った場合には、取締役会はその決議により、発動し

た対抗措置を中止又は撤回し、速やかにその旨を開示いたします。

エ 特別委員会に対するその他の諮問

　取締役会は、大量買付者から提供された情報が大量買付情報として必要

かつ十分であるかについて疑義がある場合、株主の皆様に対して取締役会

が代替案を提示する場合、その他取締役会が必要と認める場合には、上記

の対抗措置の維持の是非以外についても、任意に特別委員会に対して諮問

することができるものとし、かかる諮問がなされたときは、特別委員会は、

必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該諮問に係る事項につき

検討し、取締役会に対して勧告を行います。取締役会は、かかる特別委員

会の勧告についても最大限尊重するものとします。

　なお、取締役会が取締役会評価期間の延長を決議するに当たっては、取

締役会は、期間延長及び延長される期間の是非について、あらかじめ特別
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委員会に対して諮問するものとし、特別委員会は、この諮問に基づき、必

要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、取締役会に対して当該期間延

長及び延長される期間の是非について勧告を行います。取締役会は、取締

役会評価期間を延長するか否か及び延長される期間の判断に際して、特別

委員会による勧告を最大限尊重するものとします。

(7) 本プランの有効期間並びに継続、廃止及び変更についての株主の皆様の意

思の尊重

　本プランの有効期間は、2020年に開催される当社定時株主総会の終結時ま

でとします。ただし、本プランは、本株主総会において出席株主の皆様の議

決権の過半数のご賛同を得て可決されることを条件として導入されるもので

あり、本株主総会において、本プランについて出席株主の皆様の過半数のご

賛同が得られなかった場合には、本プランは導入されません。

　なお、かかる有効期間の満了前であっても、取締役会において本プランを

廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるも

のとします。

　また、当社は、基本方針に反しない範囲又は会社法、金融商品取引法その

他の法令若しくは証券取引所規則の変更若しくは解釈・運用の変更又は税制、

裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、特別委員会の承認

を得た上、本プランを変更することがあります。

　当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事

実及び変更の場合には変更内容その他取締役会が適切と認める事項について、

適用ある法令及び証券取引所規則に従って速やかに情報開示を行います。

3. 本プランの合理性について

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に公表した「企業価

値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定

める三原則（ⅰ企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、ⅱ事前開

示・株主意思の原則、ⅲ必要性・相当性確保の原則）を充足しています。ま

た、経済産業省企業価値研究会が2008年６月30日に発表した「近時の諸環境

の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容も踏まえた内容となって

おります。

(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入される

こと

　本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを

条件として、大量買付者に対して、事前に当該大量買付者が実施しようとす

る大量買付行為に関する必要な情報の提供及びその内容の評価・検討等に必
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要な期間の確保を求めるために導入されるものです。

(3) 株主意思を重視するものであること

　当社は、本プランについての株主の皆様のご意思を反映するため、本株主

総会において出席株主の皆様の議決権の過半数の同意を得て可決されること

を条件として、本プランを導入いたします。

　また、本プランの有効期間は、2020年に開催される当社定時株主総会の終

結時までであり、その時点で取締役会は更に本プランを継続するか否かを定

めるものとします。また、その有効期間の満了前であっても取締役会におい

て本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で

廃止されます。したがいまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様

のご意思が十分反映される仕組みとなっております。

(4) 合理的な客観的要件の設定

　本プランは、合理的かつ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が

発動されないように設定されており、取締役会における恣意的な発動を防止

するための仕組みを確保しているものです。

(5) 特別委員会の設置

　当社は、本プランの導入に当たり、買付ルールに従って一連の手続が進行

されたか否か及び買付ルールが遵守された場合に当社の企業価値・株主共同

の利益を確保・向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置

を講じるか否かについての取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するた

め、またその他本プランの合理性及び公正性を担保するために、取締役会か

ら独立した組織として、特別委員会を設置することとしております。

　これにより、取締役会による恣意的な本プランの運用ないし対抗措置の発

動を防ぐための仕組みが確保されています。

(6) デッドハンド型又はスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成された取締役会によ

り、いつでも廃止することができるものとされています。したがいまして、

当社の取締役の定員の状況等も含めて、本プランはデッドハンド型買収防衛

策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買

収防衛策）又はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度

に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛

策）を意図したものではありません。

4. 株主及び投資家の皆様への影響

(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　本プランの導入時には、本新株予約権の無償割当ては行われません。した

がいまして、本プランがその導入時に株主及び投資家の皆様の有する当社の
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株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えること

はありません。

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当て決議を行

った場合には、別途定める基準日における最終の株主名簿に記載又は記録さ

れた株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１個の割合で、本新株

予約権が無償にて割り当てられます。このような対抗措置の仕組み上、本新

株予約権の無償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社

の株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社の株

式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式１株当たりの議決権

の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社の株式全

体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは

想定しておりません。

　なお、取締役会が、対抗措置として本新株予約権の無償割当ての決議をし

た場合であっても、上記に記載の手続等に従い取締役会が発動した対抗措置

の中止又は撤回を決定した場合には、株主及び投資家の皆様が保有する当社

の株式１株当たりの経済的価値の希釈化も生じないことになるため、当社の

株式１株当たりの経済的価値の希釈化が生ずることを前提にして売買を行っ

た投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意く

ださい。

　また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、

当該行使又は取得に際して、大量買付者の法的権利等に希釈化が生じること

が想定されますが、この場合であっても、大量買付者以外の株主及び投資家

の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接

具体的な影響を与えることは想定しておりません。

以 上
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（別紙１)

割り当てられる新株予約権の概要

1. 新株予約権無償割当て

　当社取締役会は、下記(1)又は(2)の場合速やかに、下記2.に定める内容の新株予

約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを決議し、本新株予約権の

割当てのための基準日（以下「割当期日」といいます。）を定めます。

(1) 大量買付者が出現する可能性のある公開買付けが開始された場合。

(2)「株券等買付日」（大量買付者が出現した旨を当社が何らかの方法により公表

した最初の日をいいます。以下同じ。）が生じた場合。

　ただし、取締役会が、買付提案者から提出された必要情報を検討した結果、当該

買付提案が当社の企業価値及び株主共同の利益の最大化に資すると判断した後、当

該検討の対象となった買付提案の条件に基づいて、速やかに、当該公開買付けが開

始・実行され又は当該株券等買付日が生じたものである場合を除きます。

　公開買付けが開始されたことにより割当期日が定められた場合において、公開買

付期間が延長されたときは、取締役会により、法令で許容される限りにおいて、い

ったん定められた割当期日が変更される場合があり、また、本新株予約権の無償割

当てが行われる前に当該公開買付けが終了し又は撤回され、これにより買収者が出

現しなかったときは、法令で許容される限りにおいて、本新株予約権の無償割当て

は中止されます。

2. 本新株予約権の主な内容

　本新株予約権の主な内容は以下のとおりです。なお、取締役会は、かかる本新株

予約権の無償割当てを複数回にわたり行うことがあります。

(1) 割当対象株主

　割当期日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主は、その保有する当社普

通株式１株（ただし、当社が保有する当社普通株式を除きます。）につき、本新株

予約権１個を割り当てられる権利を有するものとします。

(2) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　本新株予約権１個につき、下記(4)に記載する行使価格を対価として、原則とし

て当社普通株式１株を取得することができるものとします。ただし、取締役会は、

本新株予約権の発行決議に際し、授権枠の範囲内で、本新株予約権行使の目的と

なる当社普通株式の数を１株を超える数又は１株未満の数と定めることができま

す。

(3) 本新株予約権の総数

　割当期日における最終の発行済株式総数（ただし、当社が保有する当社普通株

式を除きます。）を上限とします。

(4) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　発行される当社普通株式１株当たり１円とします。
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(5) 本新株予約権の行使期間

　本新株予約権の行使期間は、２ヶ月以内で、本新株予約権の割当て決議におい

て取締役会が定める期間とします。

(6) 本新株予約権の行使条件

　下記3.に定めるとおりとします。

(7) 本新株予約権の譲渡制限

　本新株予約権を他に譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。

(8) 当社による本新株予約権の取得条項等

　当社は、取締役会が別に定める日において、下記3.の行使条件により新株予約

権の行使をすることができる者が所有する本新株予約権を取得し、これと引き換

えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができる

ものとします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細については、本新株予約権

無償割当て決議において別途定めるものとします。

　取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決

議において取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償

にて取得することができるものとします。

3. 本新株予約権の行使条件

　本新株予約権の行使は、株券等買付日が到来していることを条件とします。大量

買付者が実質的に保有する本新株予約権は、いかなる場合においても行使できない

ものとします。当社は、本新株予約権の行使の条件として、本新株予約権の保有者

に自己が大量買付者ではないこと及び本新株予約権を大量買付者のために保有する

者ではないことの確認を求め、かつ、合理的な範囲で、その根拠を示す資料の提出

を求めることができるものとします。上記の確認又は資料の提出がなされない場合

には、当社は当該本新株予約権の保有者を大量買付者であるとみなすことができま

す。

　本新株予約権を有する者が、当該本新株予約権の行使により将来発行されるべき

当社株式を大量買付者に対して譲渡する旨合意しているときは、当社は、当該新株

予約権の実質的な保有者を大量買付者であるとみなすことができます。本新株予約

権の割当を受けた株主が、割当日現在において保有する株式を大量買付者に対して

譲渡したとき又は譲渡する旨合意したときは、当社は、当該株式に対して割当てら

れた本新株予約権の行使により将来発行されるべき株式について、大量買付者に対

する譲渡が合意されたものとみなすことができます。

　本プランの規定に違反して譲渡された本新株予約権は、行使することができない

ものとします。

4. その他の事項

　本プランに定める事項のほか、本新株予約権無償割当てに関して法令上必要とさ

れる事項は、取締役会において定めます。

以 上
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（別紙２)

特別委員会委員候補者の氏名及び略歴

氏 名 金田 晃（かねだ あきら）

略 歴 1963年３月 広島国税局を経て東京国税局管内の各署を歴任

1987年２月 税理士業を開業

2006年５月 新潟岡本硝子株式会社監査役（現任）

2008年７月 税理士法人あゆみ代表社員（現任）

氏 名 亀山 勝（かめやま まさる）

略 歴 1967年４月 中小企業金融公庫入庫

1998年３月 中小企業金融公庫大阪支店長

2000年４月 経営戦略研究所理事

2002年７月 当社社外監査役（現任）

2004年６月 経営戦略研究所代表

2010年４月 経営戦略研究所参与（現任）

氏 名 野本 昌城（のもと まさき）

略 歴 1984年４月 検事任官

2002年４月 法務省大臣官房租税訟務課長

2004年４月 東京地方検察庁刑事部副部長

2005年４月 仙台地方検察庁公判部長

2006年４月 東京地方検察庁公安部副部長

2007年４月 公安調査庁総務課長

2010年４月 東京高等検察庁公安部

2010年９月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

2010年10月 野本法律会計事務所代表(現任)

2015年６月 大林道路株式会社社外監査役(現任)

2015年６月 当社社外監査役（現任）

2015年11月 医療法人社団博栄会理事(現任)

2016年５月 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現

任)

以 上
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〈メ モ 欄〉
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至東京

至江戸川台駅

至東京 至取手

至船橋

至つくば

柏
I.C.

柏の葉公園薬局

国立がんセンター
東病院

十余二工業団地入口

十余二

東口
JR常磐線

東武野田線

国
道
十
六
号
線

国道六号線

柏駅

常磐自動車道

柏市役所

税関研修所

県立柏の葉高校

柏の葉
キャンパス駅

つくば
エクスプレス

岡本硝子

東京大学
柏キャンパス

県
立

柏
の
葉
公
園

至
千
葉

至
野
田

至東京 至水戸

西口

さわやかちば
県民プラザ

十余二小

常磐自動車道

東京大学
柏キャンパス

県
立

柏
の
葉
公
園

至
野
田

東葛テクノプラザ

会場 千葉県柏市柏の葉５－４－６ 

定時株主総会会場ご案内図

   東葛テクノプラザ１階多目的ホール 

電話 04（7133）0139 

　

■柏駅より当社専用バスご利用の場合
・JR常磐線、千代田線、東武野田線(東武アーバンパークライン)柏駅下
車、西口りそな銀行前に待機の午前９時20分発の当社専用バスをご利
用ください。（駅より約25分）

■路線バスご利用の場合
・柏駅西口から東武バス２番乗場より
 「国立がん研究センター」行の終点で下車（駅より約25分）
・つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅西口から東武バス「江戸川台
駅東口（国立がん研究センター経由）」及び「流山おおたかの森駅東
口」行の「国立がん研究センター」で下車（駅より約11分）

・東武野田線(東武アーバンパークライン)江戸川台駅東口から東武バス
「柏の葉キャンパス駅西口（国立がん研究センター経由）」行の「国立
がん研究センター」で下車（駅より約10分）
※ いずれの路線も、「国立がん研究センター」で下車後、徒歩約５分

です。また、各路線とも便が少ないため、余裕をもってお越しくだ
さい。

■お車ご利用の場合
・国道16号線 十余二工業団地入口より車で約３分
・常磐自動車道柏I.C.より車で約５分
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